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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年1月13日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、投資対象ファ

ンドの追加とそれに伴う関連記載及び運用状況等のデータ等の更新等を行うため、本訂正届出書を提出す

るものです。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞及び＜訂正後＞に記載している下線部　　　　　は訂正部分を示し、＜更新・訂正後＞に記載

している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第1　ファン

ドの状況　5　運用状況」及び「第二部　ファンド情報　第3　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後

の内容です。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（前略）

②委託会社の概況（平成28年11月30日現在）

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

②委託会社の概況（平成28年12月30日現在）

（後略）

２投資方針

（２）投資対象

（参考）投資対象ファンドの概要を以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

（参考）投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ

ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。

以下の内容は、平成28年12月30日（（★）のファンドに関しては平成29年3月9日）現在、委託会社が知り

得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ

ンドに限定されます。

 

1.FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別

目的会社の発行する円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主要投資対

象とします。
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投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、FRM Investment Management

Limited が実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Diversified MA Fund

Limited」（以下「FRM ダイバーシファイド ファンド」※といいます。）の

基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※FRM ダイバーシファイド ファンドは、様々なヘッジファンドに分散投資

することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期における収

益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株

予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分

割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割

合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の5％以下とします。

③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投

資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤外貨建資産への直接投資は行いません。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会

社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を

含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方

法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資

の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額

一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の投資信託財産の純

資産総額を一部解約又は追加信託の処理を行う前の受益権総口数で除した金額

から、当該金額に0.3％の率を乗じて得た金額とします。

設定日 平成25年10月16日
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信託期間 原則として、平成25年10月16日から平成30年10月10日

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

2.FRMシグマ リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として積

極的な運用を行います。

主要投資対象
ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設定された海外籍特別

目的会社の発行する円建債券を主要投資対象とします。

投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、FRM Investment Management

Limitedが実質的に運用する外国投資信託「FRM Sigma MA Fund Limited（以

下「FRM シグマファンド」といいます。）」の値動きに概ね連動する投資成

果を目指します。

②FRM シグマファンドは、金利、債券、株式、商品、為替等の先物取引等を用

いる複数のCTAのファンドを組み合わせることにより、中長期における収益

の獲得を目指して積極的な運用を行います。

※平成29年4月12日より以下の通り変更となります。

FRM シグマファンドは、主としてシステム運用戦略に基づいて、株式、債

券、金利、商品、為替等各種資産の取引（関連デリバティブ取引を含みま

す。）を行う複数のファンドに投資することで、テールリスク・ヘッジを行

いつつ、中長期における絶対収益の獲得を目指します。なお、システム運用

戦略以外のファンドに投資することもあります。

③原則として、円建債券の組入比率は高位を保ちます。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財

産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、投資信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第

3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該

新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある

新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総

額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会

社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び

選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則

に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：11月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成24年8月7日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

3.ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍

特別目的会社の発行する円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主

要投資対象とします。
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投資態度

①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用

する外国投資信託証券「Pictet Total Return - Diversified Alpha」

（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいま

す。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、

為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに

より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル

ク籍投資信託証券です。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ

いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま

す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社

債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当

該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年12月11日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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4. KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍

特別目的会社の発行する円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主

要投資対象とします。

投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、Kairos Investment Management

Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-STRATEGY FUND」

（以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」※といい

ます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドは、様々なヘッジ

ファンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせること

により、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸

島籍投資信託証券です。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ

いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま

す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社

債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当

該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。
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信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年12月11日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

5.ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク マザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社の発行する

円建債券（以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とします。

投資態度

①主として、円建債券への投資を通じて、AHL Partners LLP が運用する外

国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN AHL

ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成

果を目指します。

※MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為

替等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を

予測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用

を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、

組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ

いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま

す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社

債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該

比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証

券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、

この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社

団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投

資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

6.TCAファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、

日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数を対象とした先物取引（以

下「株価指数先物取引」といいます。）及び債券先物取引を積極的に活用し、

投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象
わが国の円建短期公社債等並びに日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株

価指数先物取引及び債券先物取引を主要投資対象とします。
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投資態度

①主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び

欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引（以下「先物

取引等」といいます。）を行います。

②運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社から助言を受けます。

③先物取引等は、原則として定量的手法に基づき行います。

④先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額

に100分の75の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲

を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

債券先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に

100分の500の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を

超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

ここでいう投資額とは、投資信託財産における先物取引等の種類ごとに買建

玉の時価総額と売建玉の時価総額の差額の絶対値を合計した額をいいます。

⑤先物取引等にかかる損益等の為替リスクに対しては、原則として為替予約を

行い、為替リスクの低減をはかります。

⑥大量の追加設定又は解約が発生したとき、資金動向、市況動向の急激な変化

が生じたとき、投資信託財産の規模その他の要因等によっては、上記の運用

ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

③同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項

第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい

るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ

る新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会

社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び

選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則

に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 6月・12月の各20日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額としま

す。

②分配対象額についての分配方針

委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。た

だし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わな

いことがあります。

③留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本

部分と同一の運用を行います。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜　年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成22年2月25日

信託期間 原則として無期限

助言会社 三井住友信託銀行株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

7.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

運用会社 ＢＮＰパリバ　インベストメント・パートナーズ株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長

を目指して運用を行います。

主要投資対象

主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。

＜マザーファンドの投資対象＞

主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。
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投資態度

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。

①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外の

上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指

数であるHFRI総合指数（HFRI Weighted Composite Index）（※）を参照

し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投

資成果を目指します。

②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。

③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜マザーファンドの投資態度＞

①主な投資対象（海外の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッ

ジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を

目指します。

②当ファンドの運用に関しては三井住友信託銀行株式会社より投資助言を受け

ます。

③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を行

います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益

と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産の状況

によっては、分配を行わないことがあります。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜　年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成24年8月8日

信託期間 原則として平成24年8月8日から平成34年6月27日

助言会社 マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

※「HFRI総合指数
（R）

（HFRI Weighted Composite Index
（R）

）」（以下「HFR指数」）は、ヘッジ・ファ

ンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・

為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用のみ、BNPパリバ インベストメント・パート

ナーズ株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数（当該指数は当該投資信

託と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投資

判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を発

起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する

妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託

の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について

明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の投

資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用される
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方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有し

ます。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。

HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質

の損害も賠償する責任を負いません。

HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合

性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。

 

8.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取

引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」という

ことがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リター

ン・スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為

替先渡取引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」

といいます。）及び為替予約取引を主要取引対象とします。
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投資態度

①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバ

ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま

す。なお、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を

通じて行うことがあります。

②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、

信用取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みま

す。

③運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社から投資助言を受けます。

④実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。

⑤信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純

資産総額の範囲内とします。

⑥債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株

予約権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、

投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

⑦有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の

実質時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として

投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には

速やかに調整するものとします。

債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額

の500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとし

ます。

⑧為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。

為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれ

か大きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下と

し、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額と

の差額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下

とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

⑨資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の

規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取

得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法

第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7

号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資

割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一

の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ

リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該

比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信

託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。

⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る

取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産

の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評

価益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して

決定します。ただし、分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、

元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜　年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成25年4月2日

信託期間 平成25年4月2日から平成38年3月26日

助言会社 三井住友信託銀行株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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9.Global Absolute Return Strategies Fund- Class D
A, H, JPY

投資顧問会社 Standard Life Investments Limited

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等の多様な資産に対して、

様々な投資手法を活用した投資を行うことで、リスクの低減を図りつつ、日

本円短期金利（円LIBOR 6ヶ月物）を上回る投資成果を目指します。

②組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 日本円短期金利（円LIBOR 6ヶ月物）

決算日 毎年12月31日

収益の分配 収益の分配は行いません。

信託報酬

年率0.85％

※この他、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸

費用が発生します。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年6月14日

関係法人

・副投資顧問会社

Standard Life Investments (USA) Limited

・管理事務代行会社／保管受託銀行

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

 

10.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY

投資顧問会社 BlueBay Asset Management LLP

運用の基本方針
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ

取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。

主要投資対象

わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び

為替予約取引を主要取引対象とします。

なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

投資態度

①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ

ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な

お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建

（ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデ

リバティブ取引を活用することがあります。

③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることがあります。

④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま

す。

②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の10％以下とします。
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ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）

収益の分配 収益の分配は行いません。

信託報酬

年率0.74％

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行

会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年5月24日

関係法人

・管理会社

BlueBay Funds Management Company S.A.

・投資顧問会社

BlueBay Asset Management LLP

・副投資顧問会社

BlueBay Asset Management USA LLC

・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

11.Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A（★）

投資顧問会社 Numeric Investors LLC

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。

②企業の財務情報、市場価格、その他のデータを収集し、モニタリングするシ

ステム運用手法を用いてロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジ

ションを構築します。

主な投資制限

①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは

行いません。

②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。

③流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし

ます。

④受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ

ん。

⑤一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ

バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年12月の最終ファンド営業日

収益の分配 収益の分配は行いません。
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運用報酬

年率1.5％（税抜1.5％）

上記の他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産

の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミットメ

ントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料

等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運

営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成29年3月10日

信託期間 当該ファンドでは信託期間は定められておりません。

関係法人

・投資顧問会社

Numeric Investors LLC

・管理事務代行会社

State Street Cayman Trust Company, Ltd

・保管受託銀行

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

 

12.マネープールマザーファンド

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の

短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。

投資態度

①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。

③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。

④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ

のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信

託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証

券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ

プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取

引を行うことができます。

⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は

異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことが

できます。

⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ

とができます。

⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じ

たとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなった

ときは、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予

約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得

時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％

以下とします。

③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投

資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産ヘの投資は行いません。

⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産

総額の5％以下とします。

⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託

財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内

とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般

社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ

ととします。

⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オ

プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含み

ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ

り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしま

せん。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配 該当事項はありません。

信託報酬 該当事項はありません。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成22年2月26日

信託期間 原則として無期限

助言会社 該当事項はありません。

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

３投資リスク

[参考情報]を以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞
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４手数料等及び税金

（３）信託報酬等

＜訂正前＞

（前略）

(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

（中略）

ファンド名 信託報酬

FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド ありません。  
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FRMシグマ リンク マザーファンド ありません。  

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファン

ド
ありません。  

KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド ありません。  

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク マ

ザーファンド
ありません。  

TCAファンド（適格機関投資家専用） 年率　0.864％ （税抜　0.8％）

ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド

・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
年率　0.864％ （税抜　0.8％）

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家

専用）
年率 0.864％ （税抜　0.8％）

Global Absolute Return Strategies Fund- Class

D
A, H, JPY

年率　0.85％ （税抜　0.85％）

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond

Fund － クラスS-JPY
年率　0.74％ （税抜　0.74％）

マネープールマザーファンド ありません。  

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

（中略）

ファンド名 信託報酬

FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド ありません。  

FRMシグマ リンク マザーファンド ありません。  

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファン

ド
ありません。  

KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド ありません。  

ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク マ

ザーファンド
ありません。  

TCAファンド（適格機関投資家専用） 年率　0.864％ （税抜　0.8％）

ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド

・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
年率　0.864％ （税抜　0.8％）

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家

専用）
年率 0.864％ （税抜　0.8％）

Global Absolute Return Strategies Fund- Class

D
A, H, JPY

年率　0.85％ （税抜　0.85％）

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond

Fund － クラスS-JPY
年率　0.74％ （税抜　0.74％）

Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral

- Class A
年率　1.5％ （税抜　1.5％）

マネープールマザーファンド ありません。  
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（後略）

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

 

（前略）

※上記は、平成28年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）

 

＜訂正後＞

 

（前略）

※上記は、平成28年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）

 

 

５運用状況

当ファンドは、作成基準日（平成28年12月30日）現在において運用を開始しておらず、該当する記載

事項はありません。

（１）投資状況

該当事項はありません。なお、当ファンドが投資対象とするマザーファンドの平成28年12月30日現在の状況は

以下の通りです。

（参考）ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 71,441,350,800 96.48

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,605,324,635 3.52

合計(純資産総額) 74,046,675,435 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 8,943,846,800 97.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 236,161,300 2.57

合計(純資産総額) 9,180,008,100 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 18,905,431,380 98.81

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 227,069,088 1.19

合計(純資産総額) 19,132,500,468 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 ケイマン 20,153,607,630 99.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 115,474,980 0.57

合計(純資産総額) 20,269,082,610 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

社債券 アイルランド 18,667,554,300 97.90

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 400,756,305 2.10

合計(純資産総額) 19,068,310,605 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）マネープールマザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 98,842,285 100.00

合計(純資産総額) 98,842,285 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

該当事項はありません。なお、当ファンドが投資対象とするマザーファンドの平成28年12月30日現在の状況

は以下の通りです。

（参考）ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM DIVERSIFIED

0% 05/12/25

72,120,000,000 98.42 70,981,584,400 99.05 71,441,350,800 0.000 2025/5/12 96.48

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率

 

 

種類 投資比率（％）

社債券 96.48

合計 96.48

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

（参考）ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド
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イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM SIGMA2 0%

05/12/25

9,470,000,000 91.25 8,642,128,050 94.44 8,943,846,800 0.000 2025/5/12 97.43

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率

 

 

種類 投資比率（％）

社債券 97.43

合計 97.43

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

（参考）ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM GENEVA1 0%

12/15/25

18,766,000,000 100.28 18,819,255,090 100.74 18,905,431,380 0.000 2025/12/15 98.81

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率

 

 

種類 投資比率（％）

社債券 98.81

合計 98.81

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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（参考）ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

ケイマン 社債券 SIGNUM MILAN1 0%

12/15/25

19,883,000,000 94.95 18,879,823,620 101.36 20,153,607,630 0.000 2025/12/15 99.43

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率

 

 

種類 投資比率（％）

社債券 99.43

合計 99.43

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

（参考）ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

国／

地域
種類 銘柄名 数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

アイルラ

ンド

社債券 STAR HELIOS 0%

02/12/26

21,300,000,000 85.77 18,269,065,800 87.64 18,667,554,300 0.000 2026/2/12 97.90

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ.種類別投資比率

 

 

種類 投資比率（％）

社債券 97.90

合計 97.90
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

（参考）マネープールマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

該当事項はありません。

 

　

ロ.種類別投資比率

 

 

該当事項はありません。

 

②投資不動産物件

該当事項はありません。

（参考）ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）マネープールマザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

（参考）ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド
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該当事項はありません。

 

（参考）ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）マネープールマザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（３）運用実績

①純資産の推移

該当事項はありません。

②分配の推移

該当事項はありません。
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③収益率の推移

該当事項はありません。

（４）設定及び解約の実績

該当事項はありません。

≪参考情報≫

 

交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの第1計算期末（平成29年7月10日）は到来しておらず、該当事項はありません。

当ファンドの会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行います。

 

(2)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令

第59号）」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理

府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は有価証券報告書に記

載されます。

 

(3)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年

大蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの中間財

務諸表は半期報告書に記載されます。

 

(4)法令の定めるところにより、当ファンドの有価証券報告書の提出は、計算期間の終了毎に行われ、半

期報告書の提出は、計算期間開始6ヶ月経過毎に行われます。

 

１財務諸表

該当事項はありません。

２ファンドの現況

当ファンドは、作成基準日（平成28年12月30日）現在においては運用を開始しておらず、該当する記載事項は

ありません。

純資産額計算書

該当事項はありません。

（参考）ＦＲＭ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

 

（平成28年12月30日現在）

 

Ⅰ　資産総額 74,046,691,721円　

Ⅱ　負債総額 16,286円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 74,046,675,435円　

Ⅳ　発行済口数 74,058,871,847口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9998円　

　　（1万口当たり純資産額） （9,998円）

 

（参考）ＦＲＭシグマ　リンク　マザーファンド
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（平成28年12月30日現在）

 

Ⅰ　資産総額 9,180,009,480円　

Ⅱ　負債総額 1,380円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,180,008,100円　

Ⅳ　発行済口数 9,697,131,840口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9467円　

　　（1万口当たり純資産額） （9,467円）

 

（参考）ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

 

（平成28年12月30日現在）

 

Ⅰ　資産総額 19,132,501,684円　

Ⅱ　負債総額 1,216円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,132,500,468円　

Ⅳ　発行済口数 19,132,910,462口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0000円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,000円）

 

（参考）ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

 

（平成28年12月30日現在）

 

Ⅰ　資産総額 20,269,083,413円　

Ⅱ　負債総額 803円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,269,082,610円　

Ⅳ　発行済口数 20,013,952,873口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0127円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,127円）

 

（参考）ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド

 

（平成28年12月30日現在）

 

Ⅰ　資産総額 19,068,311,532円　
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Ⅱ　負債総額 927円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,068,310,605円　

Ⅳ　発行済口数 21,338,810,392口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8936円　

　　（1万口当たり純資産額） （8,936円）

 

（参考）マネープールマザーファンド

 

（平成28年12月30日現在）

 

Ⅰ　資産総額 99,993,040円　

Ⅱ　負債総額 1,150,755円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 98,842,285円　

Ⅳ　発行済口数 98,398,531口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0045円　

　　（1万口当たり純資産額） （10,045円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜訂正前＞

(1)資本金の額（平成28年11月30日現在）

（中略）

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は平成29年 1月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(1)資本金の額（平成28年12月30日現在）

（中略）

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は平成29年 3月 9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

（前略）

平成28年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）

は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 471 8,722,226

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 42 193,545

単位型公社債投資信託 0 0

合計 513 8,915,771

 

＜訂正後＞

（前略） 

平成28年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）

は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 474 8,955,926

追加型公社債投資信託 0 0
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単位型株式投資信託 44 196,233

単位型公社債投資信託 0 0

合計 518 9,152,159

 

 

５その他

＜訂正前＞

（前略）

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成29年 1月13日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

＜訂正後＞

（前略）

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成29年 3月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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